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２－３ 流域委員会の情報公開について 
 

本準備会議では、流域委員会の情報の公開について、以下の点を審議します。 

１．委員会の公開 

１）一般傍聴者の受け入れ 

 一般傍聴者の受け入れは、すべての希望者が傍聴できるよう可能な限り配慮すること

を基本とし、原則として入場制限を行わないこととする。 

 

２）一般傍聴者の申し込みの受け付け 

   傍聴を希望する方は事前に申し込むことを基本とし、委員会当日に、会場にて受け付け

ることも可とする。 

  

３）会場の場所 

  流域市町での開催について加古川本川、国土交通省管理区間に隣接する市での開

催とする。 

 

４）会議の開催案内 

 ・記者発表を通じて案内。 

 ・ホームページ（近畿地方整備局、姫路河川国道事務所 流域委員会）で案内。 

 ・市町村を通じてポスターやチラシで案内。 

  

  

２．審議結果等の情報公開 

１）議事録の公表 
 議事録は、概要について記者発表とホームページ上で公表する。また、議事録の詳録

は閲覧可能とする。 

 

なお、議事録の公表にあたっては、庶務が出席委員の確認を得たものとする。 

 

資料2-3

○国土交通省管理区間に隣接する市 

加古川市、高砂市、小野市、加東市、西脇市 
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【参考】 

 

概要版 

詳録版 
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２）委員会の議事に対する意見の扱い 
  常時、FAX メール等により意見を受け、庶務がとりまとめの上、報告する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




